
議案第４８号  

 

 

ひたちなか市勤労者総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改

正する条例制定について  

 

 

 ひたちなか市勤労者総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。  

 

 

  令和５年  ３月  １日  提出  

 

 

ひたちなか市長  大  谷    明  

 

 

  令和  年   月   日  議決  

 



ひたちなか市条例第   号  

 

 

ひたちなか市勤労者総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改

正する条例  

 

 

ひたちなか市勤労者総合福祉センター設置及び管理条例（平成６年条例第９２

号）の一部を次のように改正する。  

 

第７条中「通学する者」の次に「及び市内に事務所を有する法人その他の団体」

を加える。  

別表の１を次のように改める。  

  



１  施設使用料  

（１）  専用使用の場合  

（単位  円）  

使用単位  

施設名  

午前 午後 夜間 全日 その他 

午前９時から

午後零時 

午後１時から

午後５時 

午後６時から

午後１０時 

午前９時から

午後１０時 

１時間当たり 

多目的

ホール  

全部  平日  ９，３４０ ９，９００ １２，１００ ３１，３４０ ３，１３０ 

土，日，

休日  

１２，１００ １３，２００ １５，４００ ４０，７００ ４，０６０ 

部分  ３，３００ ４，４００ ５，５００ １３，２００ １，３２０ 

大会議室  ４，４００ ７，３６０ ９，９００ ２１，６６０ ２，１５０ 

研修室（１）  １，２００ １，６４０ １，９８０ ４，８２０ ４８０ 

研修室（２）  ３，３００ ４，４００ ５，５００ １３，２００ １，３２０ 

研修室（３）  １，１００ １，５４０ １，８６０ ４，５００ ４５０ 

中会議室  １，１００ １，３２０ １，６４０ ４，０６０ ３９０ 

小会議室  ５４０ ６６０ ８１０ ２，０１０ １９０ 

文化教養室  １，２００ １，７６０ ２，３００ ５，２６０ ５２０ 

職業講習室  ８８０ １，２００ １，４２０ ３，５００ ３４０ 

視聴覚室  １，２００ １，８６０ ２，４２０ ５，４８０ ５４０ 

和室（Ａ）  １，１００ １，３２０ １，７６０ ４，１８０ ４００ 

和室（Ｂ）  ８８０ １，１００ １，４２０ ３，４００ ３３０ 

映写投光調整室  １，１００ １，１００ １，１００ ３，３００ ３２０ 

控室（Ａ）  １，１００ １，１００ １，１００ ３，３００ ３２０ 

控室（Ｂ）  １，１００ １，１００ １，１００ ３，３００ ３２０ 

軽運動室  ２，４２０ ３，０８０ ４，４００ ９，９００ ９８０ 

備考  

１  「平日」とは，火曜日から金曜日までをいう。  

２  「休日」とは，国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。  

３  多目的ホールの使用区分中「部分」とはホールのみを使用する場合をいい，

「全部」とは部分以外の場合をいう。  

４  市内居住者等に該当しない者の使用料は，この表に定める金額に，その金額

の１００％を加算した額とする。  

５  営利を目的とする商品の展示又は販売を行う場合の使用料は，この表に定め

る金額（前項の規定の適用がある場合にあっては，その適用後の金額）に，そ

の金額の１００％を加算した額とする。  

６  入場料等（名称のいかんを問わず，その催しの入場の対価として徴収するも



のをいう。以下同じ。）を徴収する場合の使用料は，この表に定める金額（第

４項の規定の適用がある場合にあっては，その適用後の金額）に，その金額に

次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額を加算

した額とする。  

（１）  入場料等が１，０００円未満の場合  ５０％  

（２）  入場料等が１，０００円以上の場合  １００％  

７  前２項のいずれにも該当する場合には，前項の規定は適用しないものとす

る。  

 

（２）  個人使用の場合  

（単位  円）  

使用単位  

施設名  

午前  午後  夜間  

午前９時から午後

零時  

午後１時から午後

５時  

午後６時から午後

１０時  

多目的ホール  ２７０  ２７０  ２７０  

軽運動室  ２７０  ２７０  ２７０  

備考  市内居住者等に該当しない者の使用料は，この表に定める金額に，その金額

の１００％を加算した額とする。  

 

（３）  談話軽食喫茶室，厨房等  

施設の名称  使用料等  

談話軽食喫茶室，厨房等  １か月当たり  １１８，８００円  

営業時間は，原則として午前１１時から午後９時まで

とする。ただし，勤労者総合福祉センターの業務に合わ

せて営業時間を変更できる。  

 

  



別表の２の表ＯＨＰ設備の項及び映写機の項を削り，同表に次のように加える。  

オンライン配信設備  １式 ３，５８０  

 

 

付  則  

（施行期日）  

１  この条例は，令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表の１の規定は，この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用

料について適用し，同日前の施設の使用に係る使用料については，なお従前の例

による。  



ひたちなか市勤労者総合福祉センター設置及び管理条例新旧対照表                   Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（使用者の範囲） 

第７条 勤労者福祉センターを使用できる者は，市内に居住し，又は通勤若し

くは通学する者（以下「市内居住者等」という。）とする。ただし，指定管

理者が特に必要と認めたときは，市内居住者等以外の者であっても使用する

ことができる。 

 

別表（第１０条，第１１条関係） 

１ 施設使用料 

（１） 団体使用の場合 

（単位 円） 

使用単位 

施設名 

午前 午後 夜間 全日 その他 

午前９時から

午後零時 

午後１時から

午後５時 

午後６時から

午後１０時 

午前９時から

午後１０時 

１時間当たり 

多目的

ホール 

全部 平日 ９，３４０ ９，９００ １２，１００ ３１，３４０ ３，１３０ 

土，

日，

休日 

１２，１００ １３，２００ １５，４００ ４０，７００ ４，０６０ 

部分 休日

以外

の日 

３，３００ ４，４００ ５，５００ １３，２００ １，３２０ 

大会議室 ４，４００ ７，３６０ ９，９００ ２１，６６０ ２，１５０ 

略 略 略 略 略 略 

軽運動室 ２，４２０ ３，０８０ ４，４００ ９，９００ ９８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用者の範囲） 

第７条 勤労者福祉センターを使用できる者は，市内に居住し，又は通勤若し

くは通学する者及び市内に事務所を有する法人その他の団体（以下「市内居

住者等」という。）とする。ただし，指定管理者が特に必要と認めたとき

は，市内居住者等以外の者であっても使用することができる。 

 

別表（第１０条，第１１条関係） 

１ 施設使用料 

（１） 専用使用の場合 

（単位 円） 

使用単位 

施設名 

午前 午後 夜間 全日 その他 

午前９時から

午後零時 

午後１時から

午後５時 

午後６時から

午後１０時 

午前９時から

午後１０時 

１時間当たり 

多目的

ホール 

全部 平日 ９，３４０ ９，９００ １２，１００ ３１，３４０ ３，１３０ 

土，

日，

休日 

１２，１００ １３，２００ １５，４００ ４０，７００ ４，０６０ 

部分 

 

 

３，３００ ４，４００ ５，５００ １３，２００ １，３２０ 

大会議室 ４，４００ ７，３６０ ９，９００ ２１，６６０ ２，１５０ 

略 略 略 略 略 略 

軽運動室 ２，４２０ ３，０８０ ４，４００ ９，９００ ９８０ 

備考 

１ 「平日」とは，火曜日から金曜日までをいう。 

２ 「休日」とは，国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 

３ 多目的ホールの使用区分中「部分」とはホールのみを使用する場合をいい，

「全部」とは部分以外の場合をいう。 

４ 市内居住者等に該当しない者の使用料は，この表に定める金額に，その金額の

１００％を加算した額とする。 

５ 営利を目的とする商品の展示又は販売を行う場合の使用料は，この表に定める

金額（前項の規定の適用がある場合にあっては，その適用後の金額）に，その金

額の１００％を加算した額とする。 

６ 入場料等（名称のいかんを問わず，その催しの入場の対価として徴収するもの

をいう。以下同じ。）を徴収する場合の使用料は，この表に定める金額（第４項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 



Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 個人使用の場合 

（単位 円） 

使用単位 

施設名 

午前 午後 夜間 

午前９時から午後

零時 

午後１時から午後

５時 

午後６時から午後

１０時 

多目的ホール ２７０ ２７０ ２７０ 

軽運動室 ２７０ ２７０ ２７０ 

 

 

 

（３） 談話軽食喫茶室，厨房等 

施設の名称 使用料等 

談話軽食喫茶室，

厨房等 

１か月当たり １１８，８００円 

営業時間は，原則として午前１１時から午後９時までとする。

ただし，勤労者総合福祉センターの業務に合わせて営業時間を変

更できる。 

備考 

１ 平日とは，火曜日から金曜日までをいう。 

２ 休日とは，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日をいう。 

３ 多目的ホール使用区分中，全部とはステージ，ホール，電動いすを使用する場

合をいう。部分とは，ホールのみを使用する場合をいう。 

４ 割増使用料 

（１） 市内居住者等に該当しない者の使用料は，それぞれの使用料の２００％

とする。 

（２） 使用者が営利を目的とする商品の展示又は販売を行う場合の使用料は，

前号までの規定（談話軽食喫茶室，厨房等の使用料に係る部分を除く。）

により算出された使用料の２００％とする。 

（３） 使用者が入場料を徴収する場合の使用料は，第１号までの規定（談話軽

の規定の適用がある場合にあっては，その適用後の金額）に，その金額に次の各

号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額を加算した額と

する。 

（１） 入場料等が１，０００円未満の場合 ５０％ 

（２） 入場料等が１，０００円以上の場合 １００％ 

７ 前２項のいずれにも該当する場合には，前項の規定は適用しないものとする。 

 

（２） 個人使用の場合 

（単位 円） 

使用単位 

施設名 

午前 午後 夜間 

午前９時から午後

零時 

午後１時から午後

５時 

午後６時から午後

１０時 

多目的ホール ２７０ ２７０ ２７０ 

軽運動室 ２７０ ２７０ ２７０ 

備考 市内居住者等に該当しない者の使用料は，この表に定める金額に，その金額の

１００％を加算した額とする。 

 

（３） 談話軽食喫茶室，厨房等 

施設の名称 使用料等 

談話軽食喫茶室，

厨房等 

１か月当たり １１８，８００円 

営業時間は，原則として午前１１時から午後９時までとする。

ただし，勤労者総合福祉センターの業務に合わせて営業時間を変

更できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

食喫茶室，厨房等の使用料に係る部分を除く。）により算出された使用料

に次に掲げる入場料の額に応じ定める率を乗じて得た額とする。 

ア 入場料が１，０００円未満のとき。 １５０％ 

イ 入場料が１，０００円以上のとき。 ２００％ 

（４） 第２号及び前号のいずれにも該当する場合は，前号の規定は適用しない

ものとする。 

 

２ 付属設備器具使用料 

（単位 円） 

付属設備器具名 単位 １回の使用料 備考 

ＡＶ設備 １式 ５４０   

ＯＨＰ設備 １式 ５４０   

電気炉 

（１時間当たり） 

１式 ２，２００   

映写機 １台 ３，３００   

ピアノ １台 ３，３００   

略 略 略 略 

ピンスポットライト １台 １，１００   

 

備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 付属設備器具使用料 

（単位 円） 

付属設備器具名 単位 １回の使用料 備考 

ＡＶ設備 １式 ５４０   

    

電気炉 

（１時間当たり） 

１式 ２，２００   

    

ピアノ １台 ３，３００   

略 略 略 略 

ピンスポットライト １台 １，１００   

オンライン配信設備 １式 ３，５８０  

備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


